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教育委員会３月定例会会議録 

１  会議の名称  中之条町教育委員会 ３月定例会

２  会議の期日  令和３年３月１２日（金）

３  会議の場所  中之条町ツインプラザ 大会議室

４  会議に出席した委員・教育長

教 育 長         宮﨑 一

    委員（教育長職務代理者） 登坂 初夫

委  員         高橋 久夫

    委  員         山口 貴美子

    委  員         湯本 茂夫

５  会議に出席した職員

    こども未来課長      倉林 敏明

    生涯学習課長      冨沢 洋

    教育指導係長       矢嶋 将之

六 合 こ ど も 未 来 係 長 兼 六 合 生 涯 学 習 係 長  山本 伸一

    総務係長         田村 深雪

６  議   題

議案第１号  町費負担教職員(幼稚園・こども園・保育所)の異動原案の承認について 

議案第２号  中之条町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則に 

ついて 

７  協議事項

（１）沢田幼稚園のあり方について

（２）六合中学校のあり方について

（３）問題行動及び適応指導教室「虹」、日本語サポート教室「未来」の状況について

（４）令和２年度退職者辞令交付式並びに退職者永年勤続表彰式について

（５）令和３年度辞令交付式について

（６）その他

８  その他
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（１）卒業式・入学式の出席について

（２）令和３年度の年間予定表について

（３）令和２年度 中之条町教育研究所 研究発表会ＤＶＤ視聴

（４）その他

９  事務連絡

・４月定例会 ４月１５日(木) 午前９時３０分から ツインプラザ 視聴覚室

１０ 開会

   午後１時１０分、教育長、教育委員会会議の開催を宣す。

教育長より開会の挨拶。

１１ 会議録署名委員の指名

   こども未来課長が今回の会議の会議録署名委員に、湯本茂夫委員を指名。

１２ 会期の決定

   会期の決定  本日一日限り

１３ 会議録の承認

   全員異議なく承認

１４ 報告事項

（１）教育長等執務報告

   教育長より、令和３年２月２５日から令和３年４月１５日までの行事等について報告。

   （吾妻広域町村圏振興整備組合理事会、吾妻広域町村圏振興整備組合定例議会、吾妻へき地

教育センター運営委員会（長野原第一小学校と長野原中央小学校の統合により、事務局が

中央小学校に移転になる）、ＤＸ推進員勤務予定者来庁（新年度、県が各市町村に配置する、

児童生徒、教職員のパソコン利用の支援を行う非常勤職員。週１８時間勤務）、中之条保育

所調理補助員面接、町議会３月定例会議再開、町教育研究所全体研修会（各校園で発表の

動画を視聴する研修に変更）、郡小学校長会定例研修会、３月定例会議予算審査特別委員会

（令和３年度当初予算について。３日間実施）、県育英会評議委員会（欠席）、県高校教育

課来庁（係長、担当指導主事が来庁し、高校入試改革についての説明、意見聴取）、３月定

例会議一般質問（３日間実施。７名のうち４名から教育委員会関係の質問あり）、中学校卒

業式、定例教育委員会、入学者選抜制度検討委員会（欠席）、管内校園所長会議、３月定例

会議文教民生常任委員会、県費負担教職員異動内示、ＤＸ推進員勤務予定者・教育事務所

打合せ、中之条保育所調理補助員面接、県費負担教職員新採用者面接、吾妻広域町村圏振

興整備組合理事会、吾妻広域町村圏振興整備組合定例議会、町議会３月定例会議散会、退
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職者辞令交付式、県費負担教職員辞令交付式、町費負担教職員辞令交付式、次回定例教育

委員会）

１５ 会議における議事の経過及び発言要旨

議案第１号 町費負担教職員(幼稚園・こども園・保育所)の異動原案の承認について
ここで、教育長から、教育長と教育委員、こども未来課長、生涯学習課長のみで審議する旨の発

言があり、教育指導係長、六合こども未来係長兼六合生涯学習係長、総務係長は退室した。

教育指導係長、六合こども未来係長兼六合生涯学習係長、総務係長が入室し、教育長職務代理者

が、第１号議案については審議が終了した旨を告げた。

議案第２号 中之条町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則につい

て

生涯学習課長より議案資料について説明

・博物館には学芸員を配置することになっているが資格所有者が少なく、今後、資格を取得する

職員の育成が必要となる。資格を取得する試験を受験するためには、「学芸員補」の職名で一定

期間の実務を行うことが必要であるため、博物館職員の職名に「学芸員補」を追加する。

 異議なく資料のとおり承認

１６ 協議事項

（１）沢田幼稚園のあり方について

こども未来課長、資料について説明

 ・２月定例会で、沢田幼稚園の入園児が少なくなってきている現状をふまえ、あり方の検討を進

めたいという意見が出た。

・資料として管内の幼稚園・保育所・こども園の在籍幼児数をまとめた表を作成した。沢田幼稚

園の令和２年度の在籍者数は合計１７名。新入園児は３歳児１名。在園児のうち沢田地区以外

から通園している園児は６名となる。

・今後の協議の進め方を審議していただきたい。

（教育長）

２月定例会で登坂委員からお話をいただき、現状の資料を作成した。四万保育所が閉所される

際に、沢田幼稚園が保育所の機能も備えられるように、早朝預かり、延長預かりを開始した。入

園児数が減少傾向にあるが、特色を生かして存続が出来るよう、中之条地区からも通園できるよ

う通園区域を拡大している。

（登坂教育長職務代理）

幼稚園・保育所の費用が無償化になり、保育所への入所希望者が増え、保育所と幼稚園の幼児

数に差が出ている。中之条地区の４カ所をこども園にして園児数を均等に分散できないかと思い
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話をした。検討をお願いしたい。

（高橋委員）

幼稚園と保育所を一緒にするということか

（登坂教育長職務代理）

こども園という形にしたほうが効率よく運営でき、人数が少なすぎるという部分を解決するた

めにもそのような形が出来ないかと思った。ぜひ検討していただきたい。

（教育長）

教育委員会で検討していただけるよう参考となる資料を準備したい。

（２）六合中学校のあり方について

  こども未来課長、資料について説明

◎保護者アンケートの実施について（依頼文）（資料７(２)－①）
◎六合中学校のあり方に関するアンケート用紙（案１）（資料７(２)－②）
・２月定例会で配布した資料を修正した原案。

◎４月・５月のカレンダー（資料７(２)－③）
・委員さんに六合小学校、六合中学校の複式学級の様子を見ていただくため日程を調整する資料

◎青森県西目屋村のホームページ資料（資料７(２)－④）
（こども未来課長）

委員の皆様に４月から５月の間に六合小学校、六合中学校の複式学級の様子を見ていただいて

から保護者説明会とアンケートを行いたいと考えている。お配りしたカレンダーを参考に日程調

整をお願いしたい。

（登坂教育長職務代理）

授業参観の提案があったが、実施するということでよろしいか。

（全員了承）

（登坂教育長職務代理）

教育委員会としては保護者と教育委員に授業参観をして複式学級の実態を知ってもらってから

説明会を聞いて欲しいということだ。授業参観は５月１１日（火）でいかがか。

（全員了承）

（こども未来課長）

学校の予定を確認して調整させていただきます。 

（教育長）

  ５月１１日の週で学校の都合のよい日ということで学校にあたってみたい。できるだけ小・中

学校両方の授業参観を１日で行いたい。六合中学校は１、２年生が複式学級になるが、６名の教

員が配置されるので実際には学級を分けて授業をおこなっていると思う。本来の学級編制をご承

知いただいたうえで授業を見ていただきたい。１年生は入学者が１人であり１人で授業を受けて

いると思うので、１人での授業の様子を見ていただきたい。六合小学校も完全複式なので非常勤

講師が入る。どの学年が複式学級になるかは新年度になってから決まるが、道徳や特別活動は複
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式学級で行わなければならない。他の教科は非常勤講師が入るため分けることができる。そうい

った点をご理解いただいたうえで見ていただきたい。保護者にも新学年になってからの授業参観

で様子を見ていただけると思うので、教育委員さんと保護者の方に実態を把握していただいたう

えで説明会を行う方がよいと思っている。

（登坂教育長職務代理）

せっかくの機会なので小学校・中学校両方見せていただくということで進めていきたい。委員

さんの参加をよろしくお願いします。

（教育長）

青森県西目屋村の資料は、２月定例会で他市町村への委託の難しい点についての質問があった

ので事例を探し、委託をしている村があるということが分かったのでお配りした。具体的に何が

難しいのかということは分からないが、西目屋村から委託の申し出を行った後、委託・受託の両

自治体で数年にわたって協議や交流を行い調印を行ったと書かれている。両自治体での協議が必

要であるという点が勉強になった。委員さんにもご確認いただきたい。

（３）問題行動及び適応指導教室「虹」、日本語サポート教室「未来」の状況について

教育指導係長、資料により説明。

○問題行動

・不登校・別室登校：２３件。２月から１件増。

・いじめ：１件。軽微な案件も丁寧に対処し、学校で適切に指導している。

・問題行動：０件

○適応指導教室「虹」

・１１名在籍。２月から大きな変化なし。中学３年生１名は進路が決定し、本日卒業を迎えた。

○日本語サポート教室「未来」

・１１名在籍。子ども達それぞれが自分のペースで通室できている。

・中学３年生２名が公立高校の後期試験を受け合格発表を待っている。

（登坂教育長職務代理）

教育長のあいさつの中で、議会で不登校の人数が増えているという指摘をされたという話があ

った。４月から比べると確かに増えているようだが問題になるほどの人数なのか。

（教育指導係長）

予算審査特別委員会で行われた不登校についての質問に対する答弁の内容について説明。

・定例教育委員会で報告している数：学校で注意して見守っている児童・生徒の数

・県や文部科学省で集計する不登校の定義：年間を通して３０日以上の累計の欠席がある児童・

生徒（病気等を除く）

・児童生徒１，０００人当たりの不登校の人数（平成３０年）

 中之条町：１５．５人、群馬県：１７．４人、全国：１６．９人

 県、全国よりも出現数は少ないが、各学校ではそれぞれの子どもを注意深く見守るなど負担が

大きくなっている
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・平成３０年の中之条町の不登校の人数は１６人

（教育長）

 予算審査特別委員会では、不登校の人数は増えてきていると感じているとお話させていただい

た。本町では、中之条小学校、中之条中学校で適応指導教室「虹」の指導員を中心にケース会議

を開くなどかなり手厚い対応が出来るようになった。また、中之条中学校に配置している「心の

相談員」は現在半日の勤務だが、午後も別の方が勤務できるよう新年度予算を要求したところ認

めていただけそうである。相談室にいる子どもさんを一日を通して相談員に見てもらえるように

なり、学校としても充実した不登校対策ができるようになると思う。今、「心の相談室」と「虹」

のどちらにもつながらず保健室登校をしている子どもさんが小・中学校にいる。月に一回、主任

指導員から「虹」に通っている子どもさんの状況について報告を受けているが、ケース会議で学

校に行ってみると「虹」に通っている子どもさん以外も心配な状況だと話されていた。「虹」では

指導員が保護者の方との面談も行うようになった。親御さんが変わると子どもさんも変わってく

ることがあるので、そういうところにも視点を当てて取り組んでいる。

（４）令和２年度退職者辞令交付式並びに退職者永年勤続表彰式について

こども未来課長、資料により説明。

・令和３年３月３１日（水）午前１１時から ツインプラザ２階 大会議室

（５）令和３年度辞令交付式について

こども未来課長、資料により説明。

・令和３年４月１日（木）午後２時から ツインプラザ２階 大会議室 

（教育長）

３月３１日（水）、４月１日（木）、県辞令交付式（校長対象。伊勢崎市の県総合教育センター

で実施）への出席者がいる場合には、町で行う辞令交付式の時間が変更になる可能性があるので

ご承知おきいただきたい。

（６）その他 

  なし

１７ その他

（１）卒業式・入学式の出席について

こども未来課長、資料について説明

 ２月定例会後に変更、訂正があった部分を修正した予定表を配布

（２）令和３年度の年間予定表について

こども未来課長、資料について説明

２月定例会後に変更、訂正があった部分を修正した予定表を配布
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（３）令和２年度 中之条町教育研究所 研究発表会ＤＶＤ視聴

教育指導係長、資料について説明

令和２年度 研究紀要を配布。３月４日（木）に予定されていた町教育研究所全体研修会は行わ

ず、各校で発表者の動画を視聴する研修会を行った。

（４）その他

なし

１８ 事務連絡

・４月定例会 ４月１５日(木) 午前９時３０分から ツインプラザ 視聴覚室 

１９ 閉会の宣言

  午後３時１４分、教育長、教育委員会会議の閉会を宣す。

＊＊＊ 次回の会議について ＊＊＊

      令和３年４月１５日（木） 午前９時３０分 於：ツインプラザ 視聴覚室

２０ 議決事項

議案第１号 町費負担教職員(幼稚園・こども園・保育所)の異動原案の承認について
議案第２号 中之条町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の一部を改正する

規則について

     （ 承 認 ）


